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★「枠組みが増え要件が緩和！使い勝手がよくなった事業再構築補助金」

～売上高減少要件が撤廃！補助金額の上乗せなどのインセンティブが新設！～

◆はじめに ～事業再構築補助金とは？～

◆第１０回 事業再構築補助金の注目ポイント！

★RU-特別講座を開催します！★

新型コロナウイルス感染症の影響が長期化し、当面の需要や売上の回復が期待し難い中、

ウィズコロナ・ポストコロナ時代の経済社会の変化に対応するため新分野展開、業態転換、

事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築

に意欲を有する中小企業等の挑戦を支援する制度です。

本WAVEでは、直近の第１０回公募の概要と、注目ポイントをご案内します！一部の枠組み

については、2回目の申請・採択も認められますので過去に採択を受けたことがある会社も、

再度の利用を考えてみましょう！

『ウチの会社はどの類型で申請すればいいの？』とご不明点などございましたら、お気軽に

リタネッツ事業協同組合 補助金チームまで一度ご相談ください！

私たちにとって身近で、顧客として利

用したことがある“埼玉の成長企業”４社

（①しまむら、②ヤオコー、③ハイデイ日

高、④サイボクハム）を題材にした特別

講座－『コロナ禍にあっても成長し続ける

理由とは？』を開催します。

４社“独自の取組み”を深掘りする特別

講座です。詳細は次頁をご覧のうえ、

お申込み下さい。
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★固定資産税の特例が延長されました！「先端設備等導入計画」

～機械や設備を導入する予定ができたら、漏れなくチェック！～

生産性向上特別措置法において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備

投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画。認定を受けた場合は、税制支援

などの支援措置を受けることができます。

◆はじめに ～先端設備等導入計画とは？～

１．対象かどうかまず確認を！

条件を満たしているかどうかまずは当事務所まで確認ください。

２．先端設備等導入計画の認定を受ける！

固定資産税の特例を受けるためには必ず設備取得をする前に、先端設備等導入

計画の認定を受ける必要があります。 既に取得した設備を対象とする計画は

認定されません。

【主な要件】

計画期間：3年間、4年間又は5年間

労働生産性：事業計画で基準年度比で労働生産性が年平均3％以上向上すること

【必要書類】

□先端設備等導入に係る認定申請書

□認定支援機関確認書

３．自治体によって違うので注意！

市区町村によって、認定の対象になっていない業種もあったり対象となる設備も

異なる場合があります。また固定資産税の軽減ができる割合や申請時の

必要書類（添付書類）も市区町村で異なりますのでご確認ください。

＜申請までの流れ＞

経営革新等支援機関と先端設備等導入計画を作成

↓

市区町村へ計画書を提出 （その他、計画の詳細については変更になる場合も

ございます。各自治体のホームページなどでご確認ください。）

機械や設備を導入する予定ができたら、まずはﾘﾀﾈｯﾂ事業協同組合 事務局まで

お気軽にお問い合わせ下さい！経営革新等支援機関と連携して、

固定資産税の特例措置の条件をチェックいたします！

◆固定資産税特例措置を受けるにはどうしたらいい？

償却資産に係る固定資産税について、生産性の向上や賃上げの促進を図ることを

目的とした２年間の特例措置が創設されました。

◆対象者：先端設備等導入計画の認定を受けた中小事業者等

※認定経営革新等支援機関のサポートが必要です。

◆取得時期：令和５年４月１日から令和７年３月31日までの間に延長されました！

◆適用要件：年平均の投資利益率が５％以上の投資計画に記載された（NEW）

設備に限定されます。 ※認定経営革新等支援機関の確認が必要です。

・対象設備：機械装置（160万円以上/10年以内）

・測定工具及び検査工具（30万円以上/5年以内）
・器具備品（30万円以上/6年以内）

・建物附属設備（※２）（60万円以上/14年以内）

※家屋と一体となって効用を果たすものを除きます。

＜旧制度からの変更点＞

構築物（120万円以上）及び、事業用家屋（一定のもの）は対象外です。

◆減免割合：原則 3年間 １／２

一定の賃上げ要件を満たす場合、4年間又は5年間 ２／３

【重要】 現行制度は中小企業経営強化税制のA類型と同様に工業会の証明書が

必要でしたが、新制度は投資利益率要件で、「B類型」に近い制度となっています。

◆固定資産税特例の新制度の概要


